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　これまでの予約方法を変更し、市が集団接種の接種日と会場を指定した仮予約日をまだ
予約できていない人全員に通知します。希望に沿って、接種日や接種方法などは変更でき
ます。
　キャンセルの連絡や問い合わせなどで混乱を起こさないた
め、年代順などにより、順次、オレンジ色の封筒（右）で本人
に通知します。発送状況は随時、三原市公式LINE でもお知
らせします。

まだワクチン接種の予約ができていない65歳以上の人に
１回目・２回目両方の
「ワクチン接種の仮予約日が書かれている通知書と、返信用のはがき」
が郵送で届きます。

仮予約日を確認し、接種に関する「４つの選択肢」から１つ選び、
必ず、全員「はがき」 を返信してください。

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

!

４つの選択肢

まだ予約できていない
65歳以上の人のワクチン接種に関する大事なお知らせがあります

感染者の情報はプライバシーに配慮して開示しています

接種を希望する人は全員必ず接種できます。安心してお待ちください。

仮予約日で
接種する

はがきを返信するはがきを返信する

7月以降（予定）に個別
接種の案内が郵送で
通知されたら、自分で
予約する

はがきを返信する
と同時に、専用ダ
イヤル（☎0848・
67・6019）に連絡
して接種日を調整
する

はがきを返信する

予約が確定する

仮予約日は
都合が悪い

かかりつけ医な
どで接種したい

接種を
希望しない

① ② ③ ④

【接種に関する悩みなどの相談窓口】
県ワクチン接種コールセンター（☎082・513・2847）
【24時間対応】

【既に予約ができている人も含め、やむを
得ず接種の日程を変更する場合の連絡先】
専用ダイヤル（☎0848・67・6019）

　感染者の情報収集・提供は、県が管轄する保健所が担当しています。保健所では感染者からの聞き取りにより、感染の可能性
がある人を把握して、必要な対応を行なっています。市では、保健所から提供される情報を感染者への誹謗・中傷につながらな
いよう、プライバシーに配慮しながら、皆さんにお知らせしています。

この封筒が届きます
必ず開封して中を確認してください
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飲食店における新型コロナ
ウイルス感染症予防対策事
業費補助金（県）

補助率　10/10　　補助上限額　1店舗当たり10万円
対県の「広島積極ガード店」に登録している飲食店を経営する中小企業・個人事業主
対象経費　 衝立・ビニールカーテン、非接触体温計、サーモカメラ、足踏み式消毒液スタンド、
サーキュレーターなど感染予防対策に関わる購入費・設備費などで、令和２年９月８日～令
和３年６月30日の間に購入・設置・支払いを完了したもの
申請期限　6月30日（水）まで

飲食店におけるパーテー
ション設置促進補助金（県）

補助率　10/10　　補助上限額　1店舗当たり10万円
対県の「広島積極ガード店」に登録している飲食店を経営する中小企業・個人事業主
対象経費　衝立・ビニールカーテンの購入費・設置費で、令和２年12月10日～令和３年６月
30日の間に購入・設置・支払いを完了したもの
申請期限　6月30日（水）まで

制　度　名 内　容

感染症拡大防止協力支援金
（県）

支給額　1店舗当たり１日1.5万円～19.5万円
※事業規模、支給要件、協力内容によって変動します。
対緊急事態宣言発令に伴う県の要請により、営業時間の短縮や休業を実施した飲
食店
要件　・５月16日～６月１日の全ての日で、営業時間の短縮や休業に協力していること
　　　・ 県の「広島積極ガード店」、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録をして

いること
※５月19日までに協力を開始していれば、開始日から対象となります。
※その他にも条件があります。詳しくは県 HPで確認してください。
申請期限　６月30日（水）まで

大規模施設等協力金（県）
支給額　大規模施設　店舗の床面積1,000平方メートルごとに１日20万円
　　　　テナント　　店舗の床面積100平方メートルごとに１日２万円
対緊急事態宣言発令に伴う県の要請により、営業時間の短縮や休業を実施した
　1,000平方メートルを超える大規模施設の運営事業者と出店している店舗の事業者
※支給要件、申請期限については県 HPで確認してください。

飲食店臨時支援金（市）

支給額　１事業者当たり20万円
対市内で飲食店を経営する市内に本店がある中小企業・個人事業主
要件　 「頑張る飲食店応援金（県）」を受給している、または令和３年４月・５月のいずれかの
月の売上が対前年同月比もしくは対前々年同月比で30％以上減少している。
申請期限　７月16日（金）まで
※市議会臨時会（５月）での議決を前提にしています。

頑張る中小事業者応援給付
金（市）

※赤文字の業種を追加し、申請期
限を延長しました。

給付額　１事業者当たり30万円
対市内に宿泊業、旅客運送業、小売業（土産品、衣料品、化粧品）、印刷業、旅行業、貸衣装
業、写真業、冠婚葬祭業、イベント業、運転代行業、理・美容業（理髪店、美容院）の事業所
があり、県内に本店がある中小企業・個人事業主
※「一時支援金（国）」、「頑張る飲食店応援金（県）」、「頑張る飲食店納入事業者応援金（県）」また
は他の自治体が実施する同様の補助金・給付金の対象事業者は除く。
要件　外出・移動の自粛により令和２年12月～令和３年２月のいずれかの月の売上が対前年
同月比で30％以上減少している。
申請期限　７月16日（金）まで延長

子育て世帯生活支援特別給
付金（国）

支援制度を紹介します

問  子育て支援課
　☎0848・67・6045

問  県パーテーション設置
補助金事務局

　☎082・546・1217

問  商工振興課
　☎0848・67・6072

問  県飲食店新型コロナ対
策補助金事務局

　☎082・546・1211

問  県協力支援金センター
　☎082・248・6851

問  県大規模施設等協力金
センター事務局

　☎082・225・8516

問  商工振興課
　☎0848・67・6072

飲食店が対象

飲食店が対象

大規模施設が対象

飲食店が対象

飲食店が対象

指定業種の事業者が対象

子育て世帯が対象

▲ 県HP

給付額　児童１人につき５万円
対「子育て世帯生活支援特別給付金のひとり親世帯分」を受けていない①～③のいずれかにあ
てはまる人
①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和３年度の住民税が非
課税である人（申請不要）
※公務員は申請が必要な場合があります。
②対象児童の養育者で、令和３年度の住民税が非課税である人（要申請）
③対象児童の養育者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
収入が非課税である人と同じ水準になっている人（要申請）
対象児童　・令和3年3月31日時点で18歳未満の児童※1
　　　　　・令和3年4月1日～令和4年2月28日に生まれた児童
※1　一定以上の障害がある人は20歳未満。
支給予定日　①６月29日（火）②③申請月の翌月以降

▲ 県HP

▲ ほかにも支援制度
があります。市HPで
確認してください。


